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Abstract:
As a part of the prevention of child maltreatment from the pregnancy period, the need of 

“home for maternity mother and baby” is pointed out. Firstly, this study aims to clarify the 
characteristic of mother who is capable of staying “home for maternity mother and baby”. 
Then it explores what kinds of support for mother and baby are needed at “home for 
maternity mother and baby”. It emerges that the mother who is capable of staying “home for 
maternity mother and baby”has plural and complex needs. Staff of “home for maternity 
mother and baby”have to evaluate both mother and child’s needs properly to support and 
empowerment to, especially to mother.
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１．研究の背景と目的
（１）研究の背景

児童相談所が対応する児童虐待相談対応件数
は、統計を取り始めた平成11年度には11,631
件だったが、平成27年度には103,260件とな
り、過去最多の件数となっている（厚生労働省
2016）。「子ども虐待による死亡事例等の検証
結果等について（第12次報告）」（以下、第12
次報告と表記する）によると、重症となった子
どもの受傷時の年齢は「０歳」が全体の80.0%
と最も多く、特に出生後１か月（37.5％）、２
か月（25.0％）の受傷率が高い（厚生労働省
2016a）。「０日、０か月児の虐待死」等を防ぐ
ため、第12次報告では国に対し妊娠期からの
包括的な相談及び支援体制の整備、地方公共団
体に対し妊娠期から支援を必要とする養育者の
早期把握と切れ目ない支援を強化することを提

言している。

（２）研究の目的
2008（平成20）年の児童福祉法の一部改正

において、子どもの養育に支援を必要とする妊
婦を特定妊婦と位置付け、要保護児童対策地域
協議会（以下、要対協と表記する）の支援対象
とした。特定妊婦とは、「出産後の養育につい
て出産前において支援を行うことが特に必要と
認められる妊婦」であり、児童福祉法第６条の
３、第５項に規定されている。子どもを守る地
域ネットワーク等調査（平成25年度調査）に
よると、2011（平成23）年度、要対協に登録
されたケース数は178,610件、うち特定妊婦は
3,348件で全体の1.9％となっており、要保護児
童や要支援児童に比べ圧倒的に少ない（厚生労
働省2015）。子どもが生まれる前に産後の養育
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支援の必要性を判断するのが難しいこと、特定
妊婦が生活環境の影響から人間不信になってお
り、公的な支援に結びつかない傾向があること
などにより、特定妊婦の認定が難しく、件数が
伸び悩んでいると推測される（渡辺2012、中
板2015b）。（表１）

産前産後の期間、母子健康手帳の交付、母親
教室・両親教室の開催、妊婦健康診査の費用助
成、乳児全戸訪問事業や養育支援訪問事業、産
後ケアセンターの創設等、様々な母子保健サー
ビス・支援が展開されている。しかし、死亡事
例等に報告されているケースは、産前産後期に
これらのサービス・支援つながっておらず、特
定妊婦と認定されていないものも散見される。

2016年に発表された「新たな子ども家庭福
祉のあり方に関する専門委員会報告」（以下、
専門委員会報告と表記する）では、養育支援を
必要とする特定妊婦等への産前産後期の支援と
して「産前産後母子ホーム」の必要性が指摘さ
れている（厚生労働省2016b）。専門委員会報
告では、産前産後母子ホームの実施主体（母子
生活支援施設、乳児院、助産所、医療機関、
NPO）について提言されているが、「産前産後
母子ホーム」の目的、提供するサービスなどに
ついては具体的に提示されていない。

妊産婦支援は、母子保健法に基づき保健師や
助産師などにより実施されることが多い。特定
妊婦等養育支援を必要とする妊産婦が抱える課
題が多様化、複雑化していると言われる中、母
子保健による支援・サービスだけで対応するこ
とは難しくなってきている（佐藤2015）。筆者
は女性の一時保護事業に従事した際、産前産後
の妊産婦およびその子どもの一時保護を担当す
ることがあった。一時保護という枠組みの中で
はあるが、産前産後の母体・乳児のケア、子育
て・養育支援、母が抱える課題へ対応、子ども

の安全・安否確認等、保健センターや医療機
関、福祉事務所・児童相談所、司法関係機関等
様々な機関と連携し、重層的な支援を行ってい
た。その中で、母自身に変化が見られ、母子関
係がはぐくまれていく様子に触れ、福祉職が産
前産後期の母子支援に関わることの必要性を感
じていた。

本研究では、想定される「産前産後母子ホー
ム」利用者の特性を明らかにし、「産前産後母
子ホーム」にどのような役割・機能が求められ
ているのかを福祉、ソーシャルワークの立場か
ら考察する。さらに、児童福祉施設である母子
生活支援施設で「産前産後母子ホーム」を実施
することの可能性について検証する。

２．研究方法
専門委員会報告には、「産前産後母子ホーム」

を利用する対象として特定妊婦等と記されてい
る。出産と同時に相談機関や医療機関が関わっ
た妊産婦も「産前産後母子ホーム」の利用者と
なる可能性がある。「産前産後母子ホーム」を
利用者する可能性のある妊産婦は特定妊婦だけ
とは言い切れず、調査対象者を特定することが
難しい。本研究は文献研究により、「産前産後
母子ホーム」を利用する可能性の高い妊産婦の
特性を明らかにし、「産前産後母子ホーム」に
求められる支援内容を具体的に検討する。対象
とする文献は、妊娠期から出産後を見据えた支
援を行うことが必要だとの認識が高まり、特定
妊婦が法的に規定された2008（平成20）年以
降に発表された論文とした。

文献はCiNiiにおいて関連論文を抽出した。
まず、「特定妊婦」をキーワードとして2008

（平成20）年～ 2016（平成28）年の文献を検
索した。対象となる文献数は21件、うち３件
は学会発表資料であった。学会発表資料及び、

表１　2013年度　子どもを守る地球ネットワーク等調査
第25表　地域協議会登録ケース数（平成24年度末）より抜粋
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身体状態に関する論文１件は対象から除外し、
17件の文献を調査対象とした。
「特定妊婦」をキーワードとした文献だけで

は調査対象が限られるため、他のキーワードを
用いて、「産前産後母子ホーム」を利用する可
能性のある妊婦に関する文献を検索した。「特
定妊婦」に関する論文の中で、「社会的ハイリ
スク妊婦」という言葉を用いていた文献が複数
あったため、同語をキーワードとして検索し
た。2008（平成20）年から2016（平成28）年
の間で対象となる文献を抽出したところ26件、
その中で13件は学会発表資料であったため対
象から除外し、13件を調査対象とした。「社会
的ハイリスク妊婦」に関する文献を検証する中
で、さらに「飛び込み出産」「未受診妊婦」と
いう言葉が頻回に登場するため、それぞれ検索
したところ、「飛び込み出産」をキーワードと
する文献が５件、うち１件は学会発表資料であ
ったため、４件を調査対象とした。「未受診妊
婦」をキーワードとした文献は68件抽出され
た。うち学会発表資料が21件、14件について
は産科救急体制、分娩や感染症に関する論文だ
ったため対象から除外し、33件の文献を調査
対象とした。計67件の論文を抽出し（2016年
７月31日現在）、「産前産後母子ホーム」を利
用する可能性の高い妊産婦の特性と、ニーズに
ついて分析した。

次に養育支援を必要とする妊産婦への産前産
後の支援状況については検証するため、「産前
産後」をキーワードとして検索したところ、67
件抽出された。この中で、４件は学会発表資料
であったため対象から除外した。対象論文を検
証する中で「産後ケア」という表現が多くみら
れたため、「産後ケア」をキーワードとして検
索したところ、95件該当し、うち21件は学会
発表資料論文だったため除外し、74件の文献
を研究対象とした。「産前」「産後」「ケア」の
３語に重複する文献を検索したところ20件抽
出された。うち３件は学会・シンポジウム資料
のため対象から除外し、17件を採用したが、
うち12件は「産前産後」をキーワードとした
文献と重複し、４件は「産後ケア」をキーワー
ドとして抽出された論文と重複していた。

３．結果
（１�）「産前産後母子ホーム」を利用する妊産婦

の特性
課題を抱える妊産婦については、特定妊婦、

ハイリスク妊婦、未受診・飛び込み出産等様々
な角度・視点から研究が行われている。先行研
究を検証すると重なり合う点があり、これらを
厳密に分類することは難しい。産前から支援が
開始される傾向が高い（ⅰ）特定妊婦と社会的
ハイリスク妊婦、出産を契機に支援が始まる傾
向が高い（ⅱ）未受診・飛び込み出産から、

「産前産後母子ホーム」を利用する妊産婦の特
性を探る。

（ⅰ）特定妊婦・社会的ハイリスク妊婦
子どもの虐待防止の観点から規定された特定

妊婦という概念は、妊婦の心理的社会的リスク
に着目し、出産後も養育支援を必要としている
妊婦を示している。未受診妊婦や飛び込み出産
に関する研究に比べ、特定妊婦に関する先行研
究では妊婦の年齢・婚姻状況等を量的に調査し
た研究が少なく、事例報告が多い（井上ら
2015、緒方2015、幸崎2015、山岸2015、吉岡
ら2016）。ハイリスク妊婦について明確な基準
がないため、特定妊婦同様事例報告により、妊
婦の状況が報告されている（細川2011、渡辺
2012、種部2013、和田2015）。

特定妊婦やハイリスク妊婦に共通することと
して、経済的に困窮し生活に余裕がないことが
挙げられている。また、妊婦自身が子どもの頃
から経済的に困窮している世帯で育ち、親にな
ることのロールモデルがない、妊娠や子どもを
養育するための環境の大切さ、養育する能力を
育むことができていない、子育てをする意志が
弱く、養育していくイメージが持てない傾向が
あることが指摘されている。望まない妊娠、想
定外の妊娠、精神疾患を抱えている、外国籍、
若年である傾向が散見され、妊婦健診サービス
に繋がらない、自分から相談できないことが指
摘されている。既婚ケースの事例、出産を繰り
返す妊婦の事例も紹介されている（細川2011、
渡 辺2012、 種 部2013、 井 上 ら2015、 中 板
2015a、和田2015、吉岡ら2016）。
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2013（平成25）年、厚生労働省が発表した
「子ども虐待対応の手引き」（以下「手引き」と
記載する）の中で、特定妊婦は次のように整理
された。（表２）

ハイリスク妊婦は特定妊婦の傾向を兼ね備え
ているが、リスクに対応することで出産後養育
支援を必要としない可能性もあり、特定妊婦に
認定されない場合もある（佐藤2015）。

（ⅱ）未受診妊婦、飛び込み出産
医療機関は、以前から妊婦健診未受診妊婦

（以下、未受診妊婦と表記する）や飛び込み出
産のケースへの対応に苦慮していた。医療関係
者による未受診妊婦や飛び込み出産に関する研
究は、研究者の所属する医療機関や都道府県の
産婦人科医師会等をベースにした研究が多い。

未受診・飛び込み出産の場合、母体合併症や
周産期合併症、低体重児出生の医学的リスクが
高まると指摘されている。妊産婦では高度肥
満、糖尿病や高血圧、精神疾患などの既往、新
生児では低体重や黄疸、呼吸面の治療など小児
科での対応が必要なケースが妊婦健診を受けた
ケースよりも多いと指摘されている。（山田
2009、水主川ら2008、2009、中塚2011、成瀬
2011）。

未受診妊婦、飛び込み出産で医療機関が対応
した妊婦の平均年齢は20代後半から30歳前後
であった。北海道の調査では、10代や40代、
３回以上の経産婦が未受診妊婦になる傾向が高

いとの結果が出ている（山田ら2008）。未婚で
ある割合が高く、子どもの父親である男性と連
絡が取れない状態にある者、出産後子どもの養
育に父親が不在となるケースが散見される。ま
た妊婦自身の家族と疎遠になっており、支援し
てくれる家族がいない、人間関係が弱く、相談
する相手等がいないことも指摘されている（水
主川2009、成瀬2011高梨ら2013）。

大分県や岡山県での調査では、未受診妊婦や
飛び込み出産に関連し、医療費未払いなどの経
済的なトラブルを抱えるケースが30%弱あっ
た と 報 告 さ れ て い る（ 片 平 ら2010、 中 塚
2011）。妊婦健診未受診の理由として経済的な
問題を挙げる妊婦が多く、調査対象の妊婦の約
半数が「無職・家事専業」と答え（高梨ら
2013）、健康保険制度が利用できない状況にあ
る妊婦もいた（水主川2008、2009、山田ら
2008）。

未受診妊婦や飛び込み出産の妊産婦は、経済
的な問題だけでなく、複雑な家庭環境で育ち、
人間関係が希薄で社会から疎外される傾向にあ
ること、知的・精神的な障害を抱えているこ
と、妊娠の自覚や意識が低いこと、出会い系サ
イトの利用や性風俗産業に従事していること、
薬物使用、DV被害者など、様々な課題を複数
抱え、それらが複雑に絡み合い難しい状況の中
に置かれていると指摘されている（水主川ら
2008、2009、山田ら2008）。

表２　特定妊婦となる対象者の整理
厚生労働省「子ども虐待対応の手引き」（平成25年８月改正版p.31より抜粋）
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（２）産前産後の支援の現状
妊産婦支援は保健・医療分野を中心に行われ

てきたため、本研究の調査対象は保健・医療分
野の論文が多い。ここでは、（ⅰ）保健分野、

（ⅱ）医療分野における産前産後の支援状況に
ついて述べる。

（ⅰ）保健分野による支援
母子健康手帳の交付時、母親教室、妊婦健診

等、妊婦に関わる機会が多いのは地域の保健セ
ンター等の保健師・助産師、医療機関の助産師
である。こういった機会を通して妊婦と関係構
築を図り困った時に相談できる関係づくりを行
うこと、沐浴や授乳など育児方法に関する支
援、精神疾患を併発している妊婦に関しては精
神科の担当医と精神疾患に関する治療方針の確
認、出産後の養育の可能性等について協議する
などの支援を行っている。

日本では約半数の妊婦が里帰り出産すると報
告されているが、核家族化の増加等を受け、実
家に帰れず出産を迎える妊婦が増加している

（坂梨ら2014、2015）。宿泊型の産後ケアを提
供する産後ケアセンターの設置が急務とされて
いるが、利用料金が高い、産後ケアセンターの
情報が周知されていない等の理由で利用率は伸
びていない。

乳児家庭全戸訪問事業や養育支援訪問事業な
どが実施されているが、本研究では、入所型の
支援を考察するため、これらの事業についての
検証は割愛する。

（ⅱ）医療機関による支援
医療機関では母体・胎児・新生児への医療ケ

アだけでなく、母親学級等の運営、産後退院に
向けて助産師・看護師らによる沐浴・授乳指導
などの育児支援などが実施されている。出産で
の入院期間は減少する傾向にあり、治療等が特
に必要でない場合、医療機関での医療専門職に
よる支援提供期間は限定される。退院後も養育
支援が必要と判断されると、医療機関から地域
の相談機関に妊産婦情報が提供され支援が引き
継がれる（井上ら2015）。

経済的な課題があると医療ソーシャルワーカ

ーが関わる割合が高くなる。それ以外にも家族
関係調整や、退院先の確保、児童相談所等関係
機関との連携、精神科・小児科等との連携な
ど、短期間で様々な支援を行っている（井上ら
2015）。

４．考察
（１）産前産後母子ホーム利用者の特性
（ⅰ�）想定される「産前産後母子ホーム」利用

者の特性及びニーズ
調査結果から、特定妊婦、社会的ハイリスク

妊婦、未受診妊婦や飛び込み出産の特性には若
干差異が見られる。前述したように、未受診妊
婦や飛び込み出産ケースの約半数が未婚である
が、特定妊婦では既婚ケースも報告されてい
る。出産後、子どもを引き取る産婦が多い中、
子どもを乳児院に入所させるケースもあるが、
未受診妊婦や飛び込み出産の方が特定妊婦より
子どもが乳児院措置になる割合が高いとも限ら
ない（水主川2009）。
「産前産後母子ホーム」利用者の特性は、未

受診妊婦や飛び込み出産、社会的ハイリスク妊
婦、特性妊婦に見られる特性をすべて加味して
理解することが必要である。先行研究から、想
定される「産前産後母子ホーム」を利用する妊
産婦のニーズを次の表のように整理した。（表
３）

想定される「産前産後母子ホーム」利用者
は、妊娠出産以前に既に生活上で何らかのニー
ズを抱えていた可能性が高く、妊娠出産を契機
にニーズが可視化されたと推測される。

（ⅱ）「産前産後母子ホーム」利用者の類型
先行研究を考察すると、「産前産後母子ホー

ム」利用者は、大きく２つのタイプに類型する
ことができると思われる。

一つ目の類型は、妊娠中に特定妊婦と認定さ
れ、出産後子どもの養育についてアセスメント
することが求められる妊産婦である。不適切な
養育に至る可能性がある、専門職との関わりや
支援の受け入れに拒否的、妊娠出産に関しての
理解がない場合も想定される。この類型の妊産
婦を支援する際には、母子での生活を支援する
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だけでなく、子どもの安全を考慮し、母子分離
を視野に入れることが必要である。

二つ目の類型は、家族や親族、社会的な支援
がない中、未婚、ひとり親で子どもを養育して
いく妊産婦である。経済的困窮、住居喪失状態
にある場合が想定される。複雑な事情を抱え子
どもを育てられないと考える妊産婦もおり、

「産前産後母子ホーム」を利用する中で子ども
と一緒に生活するかのか等検討する場合もある

（佐藤2015）。この類型の妊産婦を支援する上
で、母親が抱える課題への対応を通し母親をエ
ンパワメントし、子どもに向き合い、子どもと
一緒に生活することを考えることができるよう
関わることが求められる。

どちらの類型も、特定のニーズを抱えた妊産
婦であり、ハイリスクアプローチの対象者とし
て認識することが必要である（佐藤2009）。

（２�）「産前産後母子ホーム」利用者支援におけ
る課題

（ⅰ）「産前産後母子ホーム」利用者の理解
「産前産後母子ホーム」の利用者には、繰り

返し助産制度を利用する妊産婦、風俗産業に従
事していた妊産婦、見ず知らずの男性と関係を
持ったことでの妊娠等、支援者が倫理的に受け
入れがたい経過をたどってきた妊産婦も想定さ
れる。支援者の中には、こういった妊産婦に対
し、モラル面で受け入れがたい感情を抱く場合
があると指摘されている（水主川2009）。しか
し、問題のあるケースと捉える、ひどい母親だ
という偏見を持つことなく、個々の妊産婦の状

況を理解することが必要である（佐藤2014）。
子どもの養育に重点を置き「産前産後母子ホ

ーム」の利用を検討するのではなく、母子それ
ぞれのニーズを適切にアセスメントすることが
重要である。「産前産後母子ホーム」利用者の
ニーズをアセスメントするためには、母親とい
う役割から判断するのではなく、妊娠出産等生
物学的な特性から生じる生活課題、育児や介護
など性別役割から生じる生活課題である「女性
特有のニーズ」を持つ一個人として理解するこ
とが必要である（泉谷2014）。子ども虐待防止
の視点を持つことは必要であるが、子どもの養
育に重点を置くと、利用者の意向を尊重すると
いうより管理する傾向が強まる危険がある。利
用者が相談機関に繋がらない背景には、相談機
関で妊娠したことを非難されるような経験や生
活を管理される不安があると推測される（佐藤
2014）。相談機関等に対し不安・不信感を持っ
ている対象者が「産前産後母子ホーム」を利用
したいと意思決定できるよう関わることが必要
である。
「産前産後母子ホーム」の利用者を支援する

際、利用者である妊産婦への支援が中心となる
が、利用者である妊産婦を支援することは、生
まれてきた子どもを支援することにもつなが
る。子どもの権利条約第７条では「児童は、出
生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得す
る権利を有するものとし、また、できる限りそ
の父母を知りかつその父母によって養育される
権利を有する。」と規定されている。生まれて
きた子どもは親と生活する権利を有する。子ど

表３　「産前産後母子ホーム」利用者のニーズ分類（筆者作成）
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もの安全が保たれ、親が様々な課題を抱えてい
てもサービス利用、支援を受けることで親子が
一緒に生活できることを保障することも検討し
なければならない。一方、子どもの安全を考慮
し母子での生活が子どもにとって適切なのか、
母親分離が必要なのか、という視点から支援を
検討することも必要である。子ども自身にも生
きる権利、育つ権利があり、ニーズがあること
を理解しておくことが重要である。

（ⅱ）「産前産後母子ホーム」の役割
ここでは、筆者の実践経験を加味し、「産前

産後母子ホーム」での支援内容を具体的に考察
し、「産前産後母子ホーム」の役割を明確にす
る。

妊娠出産が母親のメンタルヘルスに影響を及
ぼすことは先行研究でも指摘されているが、産
前産後の母体の状況を考慮することが必要であ
る（吉田2014）。産前産後の母体は様々な変化
が生じるが、その中で生まれた子どものケアだ
けでなく家事等日常生活を行わなければならな
い。また、加藤らは、出産から退院までの限ら
れた入院期間の中で産後の養育支援の必要性を
見極めることだけでなく、妊産婦が抱えている
リスク要因を解決することは難しいと述べてい
る（加藤ら2015）。「産前産後母子ホーム」利
用者のニーズは短期間で解決するものばかりで
はないことを考慮し、「産前産後母子ホーム」
での支援内容を①日常生活支援、②同行支援、
③家族調整、④育児支援、⑤退所支援の５点か
ら考察する。

まず、日常生活支援を衣食住の視点から考え
ると、産後の母体、新生児の保清に配慮するこ
とが求められる。妊産婦の体調に応じて、洗
濯、清掃を代替すること、保清について支援す
ることが必要である。妊娠期には胎児への栄養
提供、産後は体力回復、維持のため、妊産婦の
食生活を保障することも必要である。食事作
り、買い物等が妊産婦にとって負担になるこ
と、また体調管理の為健康的な食生活を指導す
ることが必要になる場合もある。住居に関して
は、安心して出産を迎えられるよう準備する場
所、産後体調が戻るまで休息する場所の提供が

必要である。
次に、同行支援であるが、出産後、出生届の

提出、児童手当等の申請や１か月健診など、
様々な機関・場所に出向くことが増える。手続
き等に苦手意識がある利用者に対しては、必要
に応じて同行支援を行い、利用者を代弁するこ
と、利用者自身が必要な外出、手続きをするこ
とができるよう支援することが求められる。

日本では妊婦の約半数以上は里帰り出産をす
ると報告されているが、里帰り出産が出来ない
利用者が安心できる生活環境を提供すること、
家族に代わる実家的機能を果たすことが求めら
れる。子の父や家族・親族と子の養育につい
て、妊産婦への支援について相談する、子の
父・家族と疎遠・関係が悪化している場合は、
出産を機に関係改善に向け働きかけるなどの家
族調整も重要な役割である。

授乳・沐浴方法等、子どもへの関わり方を支
援しなければならない利用者も想定される。子
どもとの生活から生じる疲れやストレスへの対
応、子どもとの生活に慣れることを支援するこ
とも必要である。母親が抱いている子どもへの
感情や思いを確認・受容し、子どもに向き合う
ための支援を行うことが求められる（吉田
2013）。預かり等により子どもにケアを提供す
ること、子どもをケアする際、子どもにケガが
ないか、発育状況に問題がないか確認すること
も必要である。

支援を通して得られた情報をもとに、子ども
の養育に関しどのような課題・リスクがあるか
評価し、関係機関と連携して利用者を支援する
こと、「産前産後母子ホーム」利用終了後必要
な支援につなぐこと、退所後も必要時相談を受
け、妊産婦の不安を軽減するよう支援すること
が退所支援として求められる。

安心できる環境を提供し、産前産後の日常生
活を支援し、今後の生活について考え、課題を
整理できるようエンワパメントすることが「産
前産後母子ホーム」の役割だと考える。よっ
て、婦人保護施設慈愛寮のように利用期間を産
後６か月までと設定し、産前産後の一時期間利
用できる社会資源として機能することが求めら
れる（土渕2015）。
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（ⅲ）「産前産後母子ホーム」運営上の課題
「産前産後母子ホーム」の運営に関して、費

用面、運営主体に関して課題を整理する。
経済的に困窮している妊産婦の場合、「産前

産後母子ホーム」を利用したくても利用料金の
支払いが難しい場合が想定される。特定妊婦の
認定率や未受診・飛び込み出産ケース数の少な
さから、「産前産後母子ホーム」利用者数は決
して多くないと思われる。「産前産後母子ホー
ム」運営側にとっても、運営費が負担になる可
能性があり、利用料・運営費どちらについても
行政による支援が不可欠である。
「産前産後母子ホーム」の運営主体について、

専門委員会報告では母子生活支援施設、乳児
院、助産所、医療機関、NPOなどを挙げてい
る。母子生活支援施設では平成23年から婦人
相談所からの一時保護委託として支援を必要と
する妊産婦の受け入れが出来ることになってい
る。しかし、婦人相談所の一時保護事業は緊急
保護を前提としており、外出制限、携帯電話の
使用制限等あり、利用者のニーズに対応できず
利用が促進されていない（全母協2015）。母子
生活支援施設では、若年母子、精神疾患、知的
障害を抱えた母子世帯が生活しており、多様な
ニーズを抱えた利用者を支援している（厚生労
働省2014）。子育て支援・養育支援・日常生活
支援、子どもへの支援等様々な支援を展開して
いるが、妊産婦を受け入れ、妊産婦と新生児へ
の支援経験を積み重ねている施設もある（全母
協2015）。母子生活支援施設は、その役割・機
能から、産前産後期以降も、日常生活支援・子
育て支援・養育支援を必要とする母子世帯を継
続して支援することができる。産後ケアに関し
ては保健師や助産師が関わることが多いが、子
どものケアと子育て支援に関しては保育士が果
たす役割も大きい。母子生活支援施設には社会
福祉職と保育士が配置されている施設が多く、
産後の育児支援については施設所在地を管轄す
る公的機関の保健師や助産師と連携することで
対応できると考える。また、緊急一時保護事業
を実施している施設も多く、一時的な保護期間
に行う支援の専門性も持ち合わせている。母子
生活支援施設には契約による利用者も在籍して

おり、「産前産後母子ホーム」として利用する
妊産婦を受け入れるためには社会福祉職や保育
士等の増員が必要である。昨今母子生活支援施
設のあり方が問われているが、母子生活支援施
設の機能を活かし、外出制限や携帯電話使用制
限を利用者の状況に合わせて対応すれば、「産
前産後母子ホーム」の役割を果たすことは十分
可能である。

５．まとめ
本研究で取り上げた文献のほとんどが医療・

保健分野のものであった。これらの文献から
「産前産後母子ホーム」利用者となる可能性が
高い妊産婦の特性を理解すると、利用者は、医
療・保健分野による支援・サービスだけでな
く、利用者が抱える様々な生活課題への福祉的
支援を必要としていることが明らかになった。
利用者が社会資源や各種サービスを利用するこ
とを肯定的に捉えることができるようになるこ
と、利用者自身がどのように生活していきたい
かを考え、選択することができるようになるた
めに、「産前産後母子ホーム」には、対象者を
エンパワメントし、利用者の意向を尊重し、代
弁することが求められる。また、養育状況の見
極め、支援内容の調整、関係機関との連絡調整
等を行い、子育てコーディネーターとしての役
割を担うことも必要である（余田2015）。この
ように、様々な課題を抱える妊産婦およびその
子どもを支援する上で、ソーシャルワークが果
たす役割は大きく、妊産婦支援におけるソーシ
ャルワーク方法論を確立していくことが必要で
ある。
「産前産後母子ホーム」のあり方について研

究してきたが、「産前産後母子ホーム」での支
援につながるまでの相談プロセスを検討するこ
とも必要である。「産前産後母子ホーム」の利
用者は、行政機関等への相談に消極的・拒否的
である傾向があり、「産前産後母子ホーム」を
利用するために行政機関に相談しなければなら
ないと、利用を躊躇する可能性が生じる。様々
な課題を抱えている妊産婦が相談機関に出向く
には、非常にエネルギーを要すると思われる

（吉田2015）。大阪の「にんしんSOS」では電
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話やメールでの相談を行っており、相談件数は
増加している（佐藤2014）。相談を受け、適切
な機関につなげることも大事であるが、紹介さ
れた所に行かない利用者もいると想定され、相
談から支援までの一連を行う機関があってもよ
いと思われる。2016（平成28）年の児童福祉
法改正では、市町村に妊娠期から子育て期まで
の支援を行う母子健康包括支援センターの設置
に努めるよう求めている。母子健康包括支援セ
ンターで上記を行うことを想定していると思わ
れるが、妊産婦等対象者が相談しやすい、利用
しやすい相談機関、サービスのあり方を考える
ことが必要である1）。

本研究では文献研究から「産前産後母子ホー
ム」のあり方を検討した。一方、妊産婦へのソ
ーシャルワーク実践に関する困難点や課題、

「産前産後母子ホーム」利用者が求める支援に
ついて、東京の婦人保護施設慈愛寮や妊産婦を
受け入れている民間シェルター、母子生活支援
施設などにおける妊産婦支援の実践から知見を
得られることも多いと思われる。実践から得ら
れた知見や利用者によるサービス評価等を通
し、養育等に課題を抱えた産前産後期の母子へ
の効果的な支援方法の構築を今後の研究課題と
したい。

【注】
１）法的には「母子保健包括支援センター」と規

定されているが、運営上は「子育て世代包括支
援センター」の名称が使用されている。
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